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(１) 計画書 P27
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

1
男女共同

参画室

引き続き、国が定める人権週間

（12/4～12/10）について、広

報かまがや、ツイッター等によ

る周知を行う。

週間中の懸垂幕の設置及び令和

4年12月1日号広報かまがやで人

権週間の広報を行った。人権週

間に合わせ市役所市民ホールに

てこどもの人権ポスター展示を

行い、Twitter及びFacebookに

て広報を行った。

９か所 ポスター掲示依頼先 A
こどもの人権ポスター展示に

ついて広報活動を行った。

広報かまがややSNSでの広報に

ついて引き続き行う。

人権擁護委員と連携し、人権ポ

スター展示の周知を行う。

４件 応募レシピ数

48件 総投票数

男女共同

参画室

レシピ応募者・投票数の増加に

つながる周知方法を検討する。

令和４年度も引き続き広報かま

がや、Twitter等の活用により

国が定める男女共同参画週間

（6/23～6/29）の周知を行

う。

男女共同参画週間に合わせたお

とう飯レシピ事業について、広

報かまがや4月15日号でレシピ

募集を周知し、6月1日号でレシ

ピ投票に関する広報を行うとと

もにTwitter・Facebookで応募

の呼びかけを行った。

2
男女共同参画週間の広

報

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

施策の基本的方向

基本目標

事業等

人権尊重と男女共同参画に向けた意識づくり

具体的施策

広報・啓発活動の推進

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

人権週間の広報

B
おとう飯レシピの応募期間を

２週間拡大した。

引き続きおとう飯レシピ事業を

実施する。また、令和５年度は

新たな週間事業としてアンコン

シャス・バイアス（無意識の思

い込み）についてエピソード募

集事業を実施する。

人権週間・男女共同参画週間の周知

1 / 35 ページ



(２) 計画書 P27
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

3
男女共同

参画室

人権擁護委員とともに、コロナ

禍においても実施できる方法を

検討する。

令和４年度は、人権週間（12/4

～12/10）においてハートフル

ヒューマンフェスタかまがや

2022を実施する。

令和４年12月10日に、人権擁護

委員と連携しハートフルヒュー

マンフェスタかまがや2022を実

施した。中学生の作文朗読及び

講演会に119人の参加を得られ

た。

119人

ハートフルヒューマ

ンフェスタかまがや

参加人数

A

令和元年度以来新型コロナウ

イルスの影響により中止して

いたが、２年ぶりに開催がで

きた。

内容を検討し、令和５年度も

ヒューマンフェスタかまがやを

開催する。

727人
講座等の年間受講者

数

10人

女性のためのパソコ

ンおしごと準備講座

参加者数

①38人

②19人

①女性のためのエン

パワーメント講座

（３回）参加者数

②きらりサロン参加

者数

具体的施策

人権に関する啓発事業

の実施

事業等

4
男女共同参画に関する

啓発事業の実施

男女共同

参画室

講座については講師の意見等も

踏まえ、コロナウイルスに対応

した開催方法を検討する。

令和３年度から再開した「女性

のためのパソコンおしごと準備

講座」に加えて、令和４年度は

「女性のためのエンパワーメン

ト講座」と「きらりサロン」の

実施を再開した。実施にあた

り、講師の経験を参考に参加者

のニーズにあった講座を企画

し、また、新型コロナウイルス

感染症の影響により対面で実施

できない場合に備え、オンライ

ンに切り替えることも事前に調

整した。結果、すべて対面で実

施し、定員に対し約77％の参加

率であった。

増加 A

新型コロナウイルス感染症の

影響により対面で実施できな

い場合に備え、講師とオンラ

インに切り替えるタイミング

等の事前調整を行った。

引き続き参加者のニーズを把握

しながら、新型コロナウイルス

感染症への対策を行って対面で

実施する。

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

人権・男女共同参画意識醸成に向けた啓発事業の実施

講座等の年間受講者

数(R１年度2,112人）
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(３) 計画書 P27
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

5
男女共同

参画室

４年度も国・県から送付された

資料について、男女共同参画推

進センター及び市民活動推進セ

ンターへの配架を行うが、関連

する部署への配架もしくは情報

提供について検討する。

人権週間に関するポスター及び

新型コロナウイルスに関する差

別の防止啓発小冊子等の配架依

頼を行った。

B 特になし

引き続き県・国からの資料につ

いて関連部署への配架依頼を含

め検討していく。

6
男女共同

参画室

４年度も国・県から送付された

資料について、男女共同参画推

進センター及び市民活動推進セ

ンターへの配架を行うが、関連

する部署への配架もしくは情報

提供について検討する。

県の実施する講演等のチラシ・

ポスター等の配架を行った。ま

た、県の広報誌等の配架を行っ

た。

A

千葉県男女共同参画推進事業

所表彰に関する募集チラシの

配架及びSNS発信を担当課

（商工振興課）へ依頼した。

令和５年度も引き続き国・県か

ら送付された資料について、男

女共同参画推進センター及び市

民活動推進センターへ配架し、

関連部署への配架や情報提供を

行う。

7
男女共同

参画室

他の業務と並行して作業してお

り不定期発行になっているた

め、発行時期の固定を検討す

る。

令和４年度は２回の発行をおこ

なう。

令和４年５月及び令和５年２月

号の計２回発行を行った。

令和５年度の発行スケジュール

の検討を行った。

３回
刊行物の発行回数（R

１年度２回）
２回 ほほえみ発行回数 A

年２回発行することができ

た。

ほほえみについて、年に３回の

発行を検討する。
情報誌の発行

具体的施策

事業等 令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

人権・男女共同参画に関する情報の収集及び提供

国・県等から人権に関

する情報の収集及び提

供

国・県等から男女共同

参画に関する情報の収

集及び提供
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(４) 計画書 P28
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

増加
講座等の年間受講者

数(R１年度2,112人）
727人

講座等の年間受講者

数

24団体
フェスタでの展示・

ステージ発表団体数

99人 フェスタ来場者数

8
男女共同参画関係団体

との連携・協働

男女共同

参画室

講師の講演だけでなく、市内団

体の成果の発表の場をもうけら

れないか検討し、フェスタを実

施する。

令和５年２月26日にきらりフェ

スタを実施し、24団体の展示・

ステージ発表等の参加があり、

来場者99人の参加があった。

具体的施策

A

令和３年度はオンライン開催

だったが、令和４年度は実地

開催することができた。

フェスタの開催と、それに伴い

男女共同参画に関する展示等の

検討を行う。

男女共同参画関係団体との連携・協働
令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等

4 / 35 ページ



2

(１) 計画書 P32
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

9 指導室

引き続き各学校の実態に応じ、

児童生徒の生活に根ざした男女

共同参画教育の充実を全教育活

動を通して行う。

各学校の実態に応じ、児童生徒

の生活に根ざした男女共同参画

教育の充実を、学校教育全体を

通して実施した。

A

道徳の時間や日常生活のあら

ゆる場面を通して、男女平等

の意識やお互いの良さを認め

合う指導を行った。また、性

的マイノリティ（LGBT等）

の理解や周知を行った。

引き続き社会情勢や各学校の実

態に応じ、児童生徒の生活に根

ざした男女共同参画教育の充実

を、学校教育全体を通して実施

していく。

10 指導室

新型コロナウイルス感染症の感

染状況がおさまる時期が来た

ら、社会体験学習の再開を検討

する。

児童生徒一人一人の個性を尊重

した性別にとらわれないキャリ

ア教育の充実を図った。新型コ

ロナウイルス感染症が収束して

いなかったため、今年度も社会

体験学習は取り組めなかった

が、代替として各校の判断で職

業講演会を実施したり、教員向

けのキャリア教育研修を実施し

た。

C

昨年度に引き続き、社会体験

学習は実施できなかったが、

一人一台タブレット端末を用

いて職業調べを行ったり、職

業人講話を実施した。

新型コロナウイルス感染症が収

束し、感染状況がおさまる時期

が来たら、職場体験学習の再開

を検討する。

11 指導室

引きつづき固定的な性的役割分

担意識を植え付けないための副

教材を小中学校に紹介すること

により、固定的な性的役割分担

意識に基づく映像や表現に児童

生徒が出会った場合でも適切に

受け止められるようにする。

一人一人が尊重される人権教育

の案内を小中学校に紹介した。

また、千葉県健康福祉部健康福

祉政策課人権室が主催の多様な

性を理解するための研修会を、

市内小中学校教員に周知した。

B

オンライン研修など、参加し

やすい研修を教員向けに紹介

し、子どもたちに教える教員

が学ぶ機会を多く得られるよ

うにした。

引き続き固定的な性的役割分担

意識を植え付けないような実践

例や副教材を小中学校に紹介

し、固定的な役割分担意識に基

づく映像や表現に児童生徒が出

会った場合でも適切に受け止め

られるようにする。

メディア・リテラシー

の育成

男女共同参画教育の推

進

性別にとらわれない進

路指導の充実

施策の基本的方向

事業等

具体的施策

令和８年度までの目標数値

教育・学習の推進

学校教育における男女共同参画教育の推進

令和４年度数値
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(２) 計画書 P32
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

173人

・男64人
・女109人

家庭教育セミナー

5回

33人

・男18人
・女15人

子育て支援講演会

40人

・男６人
・女34人

親子セミナー

3回

事業等

生涯学習における男女共同参画の推進具体的施策

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

12
家庭教育セミナーや親

子教育等の実施

生涯学習

推進課

令和３年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で多くの事

業を中止としたが、令和４年

度については対人距離の確

保、手指消毒、換気など必要

な対策を講じた上で事業を実

施することができた。

引き続き家庭教育セミナーや親

子セミナー等の充実を図り、性

別を問わず参加しやすい事業運

営をする。

参加者のうち女性の割合が多い

ため、実施日程を土日にし男性

（父親）が参加しやすいテーマ

を設定するなどして男性の参加

者を増やす必要がある。

各学習センター（公民館）にお

いて、家庭教育に関する講座を

開催した。

家庭教育セミナー５回173人(男

64人：女109人)・子育て支援講

演会33人(男18人：女15人)・親

子セミナー３回のべ40人(男６

人：女34人)※子育て支援講演

会は、第4回家庭教育セミナー

と共催

A
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①155人

・男86人

・女69人

②281人

・男156人

・女125人

③197人

・男74人

・女123人

④245人

・男105人

・女140人

【60歳以上】

①東部シニア倶楽部6回

②北部シルバーカレッ

ジ10回

③南部シルバーセミ

ナー6回

④いきいき倶楽部8回

①364人

②283人

③188人

④272人

・男112人

・女160人

⑤68人

・男18人

・女50人

⑥148人

・男71人

・女77人

【一般】

①オープンカレッジ

かまがや８回

②市民セミナー（古

典講座5回）

③市民セミナー（文

学講座4回）

④北部タウンセミ

ナー9回

⑤陶芸教室4回

⑥パソコン講座17回

①173人

・男64人

・女109人

②33人

・男18人

・女15人

③40人

・男6人

・女34人

【親子】

①家庭教育セミナー5

回

②子育て支援講演会

※子育て支援講演会

は、第4回家庭教育セ

ミナーと共催

③親子セミナー3回

①47人

・男24人

・女23人

②0人

（中止）

【小学生】

①子どもチャレンジ

②子ども体験教室

（中止）

13
ライフステージに応じ

た学習の推進

生涯学習

推進課

引き続き各世代のニーズに合っ

た事業を実施する。今年度は新

型コロナウイルス感染症の拡大

により中止にしたものが多い

が、オンライン形式で実施が可

能であるものについては、WEB

ミーティングアプリの導入等検

討する必要がある。

各学習センター（公民館）にお

いて、各世代に応じた講座を開

催した。

【60歳以上】東部シニア倶楽部

6回のべ155人(男86人：女69

人)・北部シルバーカレッジ10

回のべ281人(男156人：女125

人)・南部シルバーセミナー6回

のべ197人(男74人：女123

人)・いきいき倶楽部8回のべ

245人(男105人：女140人)

【一般】オープンカレッジかま

がや8回のべ364人・市民セミ

ナー（古典講座5回のべ283人・

文学講座4回のべ188人）・北部

タウンセミナー9回のべ272人

(男112人：女160人)・陶芸教室

4回のべ68人(男18人：女50

人)・パソコン講座１７回のべ

148人(男71人：女77人)

【親子】家庭教育セミナー5回

173人(男64人：女109人)・子

育て支援講演会33人(男18人：

女15人)・親子セミナー3回のべ

40人(男6人：女34人)※子育て

支援講演会は、第4回家庭教育

セミナーと共催

【小学生】子どもチャレンジ47

人(男24人：女23人)・子ども体

験教室（中止）

A

令和３年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で多くの事

業を中止としたが、令和４年

度については対人距離の確

保、手指消毒、換気など必要

な対策を講じた上で事業を実

施することができた。

引き続き各ライフステージに応

じた事業を実施する。参加者ア

ンケートなどで各世代のニーズ

を把握し、事業を運営する。
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(３) 計画書 P32
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

60.8%

市職員における男女

共同参画研修の受講

者割合（R４年度：

460人/757人）

男性270人

女性190人

市職員における男女

共同参画研修の受講

男女人数（R４年度）

人事室

男女共同参画研修について、新

型コロナウイルス感染症の感染

状況を踏まえながら、新規採用

職員以外の職員が積極的に参加

できるよう、周知方法の見直し

等について検討を行う。

新規採用職員を対象に、男女共

同参画研修を実施した。

37人
・男性19人

・女性18人

研修出席人数 A

新型コロナウイルス感染症の

感染対策を行いつつ、対面で

研修を行った。また、新規採

用職員以外の職員も参加でき

るよう推薦依頼を行った。

男女共同参画研修について、新

型コロナウイルス感染症の感染

状況を踏まえながら、新規採用

職員以外の職員が積極的に参加

できるよう、周知方法の見直し

等について検討を行う。

指導室

引き続き県主催男女共同参画研

修について、管理職を通じて全

校に周知を図るほか、セクシャ

ルハラスメント、パワーハラス

メント等を含めた教職員対象の

不祥事根絶研修会を全校で行っ

た。

県主催研修会への参加の他、市

主催の不祥事防止研修会やモ

ラールアップ研修会を実施し

た。

A

固定的な性的役割分担意識に

基づくセクシャルハラスメン

トやパワーハラスメントを防

止したり、男女共同参画に関

連したオンライン研修などを

周知することができた。

引き続き県主催研修会への参加

の他、市主催の不祥事防止研修

会やモラールアップ研修会を実

施する。

職員に対する男女共同

参画研修の実施
14

事業等

男女共同

参画室

新規採用職員研修での講義を引

き続き行う。また、LGBT等の

性的少数者についても講義の内

容の一部として検討する。

講義形式での新規採用職員研修

を行い、男女共同参画の概論、

日本のジェンダーギャップ指

数、DVなどについて講義を

行った。管理職者向けの研修で

はLGBTQに関する状況につい

て扱った。

具体的施策 職員に対する男女共同参画研修の実施

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

B

新規採用職員研修が講義形式

になったことにより、職員と

プロジェクトマネージャーの

共同で進めることができた。

研修において、LGBTQやパー

トナーシップ制度について学ぶ

機会を設ける。

60%

市職員における男女

共同参画研修の受講

者割合（R１年度

51.6％）
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3

（１） 計画書 P36
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

15 人事室
引き続き職場での旧姓使用の制

度の周知を図る。

婚姻等により姓が変わる職員に

対して、その都度旧姓使用制度

の案内を行った。

令和４年度は４件（女性）の申

請があった。

４件 旧姓使用の申請件数 A

婚姻等により姓が変わる職員

に対して、その都度旧姓使用

制度の案内を行い、職場での

旧姓使用の制度の周知を図っ

た。

引き続き職場での旧姓使用の制

度の周知を図る。

男女共同

参画室

ジェンダーの表現に関する社会

的な変化に対応するため、表現

ガイドの改定について調査研究

を行う。

また、表現ガイドの周知につい

ては引き続き行っていく。

４月に各課連絡にて表現ガイド

について庁内に周知を行った。

新規採用職員研修にて表現ガイ

ドの周知を図った。

B
新規採用職員研修にて表現ガ

イドの周知を行った。

表現ガイドについて、内容の改

定の検討を行う。

広報広聴

室

令和４年度も引き続き、広報か

まがやの編集・発行に当たっ

て、読み手の受ける感情にも配

慮し、性別役割分担意識に注意

を払った表現に努めていくこと

とする。

広報かまがやの編集段階で、男

女のイラストを均等に用いるよ

う努めたほか、固定的な観念

（例：保育士は女性が多いた

め、女性の画像とするなど）を

捨象し、男女共同参画室も含め

た庁内職員において確認するこ

とで、性別役割分担意識に注意

を払い、記事の掲載に努めた。

A

カラーページにおいて、「男

性は青、女性は赤」等の固定

的な観念を捨象した色使いに

配慮した。

連載コラム「市⾧メッセー

ジ」の背景色を桃色から緑色

に変更した。

令和５年度も引き続き、広報か

まがやの編集・発行に当たっ

て、性別役割分担意識に注意を

払った表現に努めていくことと

する。

性別役割分担意識の見直し

令和４年度数値事業等

職場における旧姓使用

の周知

行政刊行物等に関する

ガイドラインの周知

令和８年度までの目標数値

16

具体的施策

施策の基本的方向 意識・慣行の見直し
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（２） 計画書 P36
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

17
男女共同

参画室

引き続きLGBTについては講座

等のテーマとして検討する。

管理職者研修の講義において

LGBTQに関するテーマについ

て扱った。

また、令和５年３月13日付けで

パートナーシップ制度制定に関

する議会報告を行った。

43.8%

R４年度時点管理職者

研修受講済み割合

（89人中39人）

B

制度の制定に関して具体的な

スケジュールの検討を開始し

た。

策定委員会での会議を通じ、

パートナーシップ制度の制定に

関し内容の検討を進めていく。

18
企画政策

室

外国人市民アンケート結果を踏

まえ、資料の多言語化や外国人

市民に向けた情報発信の方法な

ど、外国人市民に向けた具体的

な施策を検討する必要がある。

外国人市民が安心して暮らせる

よう、令和３年度に引き続き、

行政資料の多言語化を進めた。

また、外国人市民向けメール配

信を開始し、国・県等の通知

や、国際交流に関するイベント

の情報共有を行った。

38件

業務委託及び職員・

ボランティアによる

翻訳数

A

外国人市民アンケートの回答

から、市のお知らせを希望す

る意見があり、メール配信の

開始に至った（令和４年度新

規事業）。

これまでは、多言語化を希望す

る所属課から資料を選定してい

たが、外国人市民が希望する行

政資料を選定し、担当課と調整

することを検討する必要があ

る。

また、外国人市民向けメール配

信が充実するよう、周知、活用

方法を検討していく必要があ

る。

多文化共生の推進

事業等

多様性に関する意識啓

発

具体的施策 多様性への理解促進

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値
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Ⅱ

4

(１) 計画書 P40-41
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

35%

審議会等の女性委員

比率（R１年度

29.6％）

28.9%
女性委員数194人／総

委員数672人

35%

地方自治法（第202条

の３）に基づく審議

会等の女性委員比率

（R１年度29.3％）

26.6%
女性委員数76人／総

委員数286人

13人
令和５年度男性採用

数

20人
令和５年度女性採用

数

人事室
引き続き女性職員の管理職員へ

の登用の拡大を図る。

性別による固定的役割分担に捉

われることなく、男女問わず個

性と能力が十分発揮されるよ

う、適材適所の人員配置を行

い、令和４年度の女性管理職割

合は24.7％（管理職89人中22

人）と、高い比率で推移した。

25%

市職員の女性管理職

比率（R１年度

21.8%）

24.7% 管理職（22人/88人） A

令和４年度の女性管理職割合

は24.7％となり、令和３年度

と比較し、0.3ポイント増加し

た。

令和４年度の男性職員の育児

休業取得率が75.0％となり、

令和３年度と比較し、61.4ポ

イント増加した。

引き続き女性職員の管理職員へ

の登用の拡大を図る。

指導室

学校教育課の女性の指導主事が

１人減ったので、登用を促進す

る。

管理職選考試験の受験に関する

研修会を開き、資質向上を図っ

た。女性教員の管理職への登用

促進を図り、女性の指導主事が

２人増加した。

A

女性向けの管理職試験に向け

た研修会を設け、女性管理職

から助言をいただくなど、相

談できる体制を作った。

女性の指導主事が増加したた

め、引き続き研修会等を開き、

資質向上に取り組んでいく。

具体的施策

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

基本目標 誰もが自らの意思により、あらゆる分野に参画できる環境づくり

施策の基本的方向 あらゆる分野における女性の活躍推進

政策・方針決定過程への女性の参画の推進
事業等

21

19
市の審議会等における

女性委員の登用
行政室

「審議会等の設置及び運営に関

する指針」に基づき、女性の積

極的に委員登用の推進につい

て、各審議会等の担当課に周知

を図る。また、審議会等を新設

する時（事前協議）や改選する

時に女性委員を登用するよう担

当課へ依頼する。

「審議会等の設置及び運営に関

する指針」に基づき、各種審議

会等における女性委員登用率向

上のため、審議会等新設事前協

議において、女性委員の積極的

な登用に理解を示していただく

よう依頼した。

※女性委員数 R2年27.8％、

R3年27.6%、R4年28.8％

令和８年度までの目標数値

女性職員の管理職への

登用

令和４年度数値

B

総委員数が６人減少したが、

女性委員数が６人増加したた

め、比率が増加した。

「審議会等の設置及び運営に関

する指針」に基づき、女性の積

極的な委員登用の推進につい

て、各審議会等の担当課に周知

を図る。また、審議会等を新設

する時（事前協議）や改選する

時に女性委員を登用するよう担

当課へ依頼する。

20
職域にとらわれない職

員の採用
人事室

あらゆる職種で性別に関わりな

く採用活動を行い、多様な人材

確保に努めていく。

あらゆる職種で性別に関わりな

く採用活動を行い、令和５年度

新規採用として、男性職員13

人、女性職員20人を採用した。

A

子育てや仕事などで日中に時

間が取れない女性や男性でも

申し込めるよう、インター

ネット上での24時間受付を

行った。

あらゆる職種で性別に関わりな

く採用活動を行い、多様な人材

確保に努めていく。
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(２) 計画書 P41
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

22
商工振興

課

パンフレットを全ては配布でき

なかったため、より多くの人の

手に取ってもらえるよう掲示場

所等を工夫する。

「働きながらお母さん・お父さ

んになるみなさまへ」等の男女

共同参画に繋がるチラシを配架

した。

A

チラシを見やすい位置に配架

し、より多くの人の手に取っ

てもらうことができた。

引き続きチラシ・パンフレット

等を配架・配布し、周知を行

う。

市民活動

推進課

自治会の班⾧・支部⾧では女性

の参画が多くみられるが、役員

となると女性比率が減少する傾

向がみられる。そのため、役員

への女性登用について引き続き

周知を行う。

毎月１回開催される市自治会連

合協議会の理事会において、審

議会委員の委嘱依頼があった場

合は積極的に女性を登用するよ

う働きかけている。

増加
自治会⾧の女性比率

（R１年度8.7%）
18%

女性が会⾧を努めて

いる自治会数

18÷市内自治会数100

×100

B

令和４年度は書面開催ではな

く参集して会議を実施するこ

とが多かったため、周知を行

う機会が増えた。

班⾧、支部⾧や会計の役職にお

いては女性の参画が多くみられ

るが、役員となると女性比率が

減少する傾向がみられる。その

ため、役員への女性登用につい

て引き続き周知を行う。

商工振興

課

引き続き役員交代の際等に、女

性登用の促進をお願いすること

とする。

関係団体である鎌ケ谷市商工会

へ女性役員の登用促進のお願い

を行った。なお、令和４年度現

在、役員24人中４人が女性であ

る。

4人
商工会女性役員数（4

人/24人）
B 特になし

引き続き役員交代の際等に、女

性登用の促進をお願いすること

とする。

農業振興

課

多くの団体において構成員の女

性数が絶対的に少ない。

関係団体の女性委員数は現状維

持に留まった。
B

次期役員改選に向け、女性農

業者へ対し声掛けを行った。

引き続き各農業者団体の女性委

員登用に向け、声掛けを行う。

農業委員

会

令和５年度の委員改選に向け

た、女性登用についての理解を

得られるような関係団体への積

極的な働きかけ。

定例総会・関係団体に女性の登

用についての働きかけを行っ

た。

A 特になし
女性委員の登用に向けて、関係

団体等に必要性をPRしていく。

24
農業振興

課

令和４年度については、１件家

族経営協定を行うことを検討す

る。

家族経営協定数について増減な

し。
増加

家族経営協定の締結

数（R１年度24件（累

計））

25件
家族経営協定締結者

一覧
B

認定農業者に対し、家族経営

協定締結について声掛けをし

た。

令和５年度では、１件家族経営

協定を行うことを検討する。

25
市民活動

推進課

市に登録している団体の活動発

表の場をどのように設けるか検

討が必要である。

かまがや市民活動・男女きらり

フェスタを実施したことで、市

民活動推進センター登録団体を

活動発表する場を設けることが

できた。

24団体
きらりフェスタ申込

者数
B

フェスタについて、令和３年

度は新型コロナの影響により

オンラインでの実施としてお

り、団体の活動発表はできな

かったが、令和４年度は対面

で実施したことで団体の発表

の場とすることができた。

令和４年度は新型コロナの影響

を踏まえ、規模を縮小して実施

したため、参加できる団体の数

なども限られていた。

今後は、イベントの内容につい

て検討し、より多くの団体や来

場者が参加しやすい企画を考え

る必要がある。

23
関係団体への女性役員

登用の推進

ボランティア活動など

地域社会への参加の促

進

家族経営協定の普及促

進

具体的施策 事業所、農業等における男女共同参画の推進
令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等

事業所における男女共

同参画の推進
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(３) 計画書 P41
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

26
商工振興

課

現在はリモートワークも活発に

推進されていることから、子育

てをしている女性でも働きやす

い環境を周知し、起業に繋げて

いきたい。

【空き店舗活用補助金、コミュ

ニティビジネス事業・ベン

チャービジネス事業補助金、創

業支援セミナー】

女性の起業についての情報提供

を行うとともに、起業を支援す

る補助金により、女性の起業を

促進した。

A

リモートワーク等、柔軟な働

き方による、子育てをしてい

る女性でも働きやすい環境を

周知し、起業を支援すること

ができた。

引き続き補助金やセミナーを通

じて、子育てをしている女性で

も働きやすい環境を周知し、起

業を促進する。

女性のための起業支援
令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

具体的施策

事業等

女性のための起業支援
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5

(１) 計画書 P44
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

27
男女共同

参画室

より効果的な周知方法の検討。

国・県等からの女性のエンパ

ワーメントに関する情報につい

て男女共同参画推進センターに

配架し周知を行う。

国・県からの啓発物について男

女共同参画推進センターにて配

架し周知を行った。

A

エンパワーメント講座にて、

さまざまな相談窓口や子育て

ガイドブックの配付を行っ

た。

引き続き男女共同参画推進セン

ターへの配架等を通じて情報の

周知を行う。

増加

講座等の年間受講者

数（Ｒ１年度2,112

人）

727人
講座等の年間受講者

数

38人

女性のためのエンパ

ワーメント講座参加

者数（全３回）

(２) 計画書 P44
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

29
男女共同

参画室

対面による会議の場以外で、情

報提供が可能な時期を検討す

る。

令和４年度はネットワーク会議

関連団体への情報提供を行う。

国立女性教育会館（NWEC）が

開催した「男女共同参画推進

フォーラム」について、男女共

同参画推進センター登録団体

（ネットワーク会議関連団体）

宛てに案内を送付した。

また、令和５年３月16日にネッ

トワーク会議を３年ぶりに対面

形式で実施した。

５団体

ネットワーク会議参

加団体数（登録数９

団体）

B

男女共同参画推進フォーラム

の案内状の送付を行った。ま

た、ネットワーク会議を開催

し、参加団体から「避難所運

営における男女共同参画の視

点の重要性」についての発表

と意見交換が行われる等、団

体同士の交流を図った。

男女共同参画関係団体への情報

提供を強化するとともに、団体

間の課題や必要とされる情報を

整理し、ネットワーク会議を開

催する。

施策の基本的方向 女性の就労支援と労働環境の向上

具体的施策

事業等

具体的施策

事業等

人材育成に関する情報

の提供

28
女性のエンパワーメン

トに関する講座の実施

男女共同

参画室

対面によらない方法などを検討

し、女性のためのエンパワーメ

ント講座を実施する。

「仕事と家庭の両立」、「就労

支援」、「お金の知識」をテー

マとして３回の講座を実施し

た。

それぞれ10人、11人、17人の

参加があった。（各講座の定員

は20人）

女性のエンパワーメントのための学習機会の提供

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

女性のエンパワーメン

トに関する情報の提供

A
対面形式の講座を再開するこ

とができた。

現状のニーズを基にテーマを検

討し、引き続きエンパワーメン

ト講座を年３回実施する。

令和８年度までの目標数値

人材育成に関する情報の提供

令和４年度数値
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（３） 計画書 P44-45
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

男女共同

参画室

市内事業所に対し、男女共同参

画関連表彰制度について情報の

提供を行う。

商工振興課及び商工会へ、表彰

制度の募集の告知及び実際の表

彰事業所について取りまとめた

冊子を送付した。

B 特になし

商工会、商工振興課等関連部署

を通じ引き続き表彰制度の募集

等、制度について周知を行って

いく。

商工振興

課

次回は、県で情報共有があった

際、市内事業所にも周知を行っ

ていきたい。

鎌ケ谷市公式のSNS

（Twitter・Facebook）にて、

令和４年度千葉県男女共同参画

推進事業所表彰の周知を行っ

た。

A
県の男女共同参画関連表彰制

度について周知を行った。

引き続き、国・県で情報共有が

あった際は周知を行う。

31
商工振興

課

新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた就職活動に関する

内容等をやっていきたい。

10月17日に鎌ケ谷市、千葉県

ジョブサポートセンター主催、

印西市、白井市共催で「女性の

ための再就職支援セミナー」を

開催した。

セミナーでは、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を踏まえた働

き方等についての講義も行っ

た。

13人
就職関係講座参加人

数
A

新型コロナウイルス感染症拡

大防止に努めながらセミナー

を行った。

引き続き、新型コロナウイルス

感染症拡大防止に努めながらセ

ミナーを行い、参加者の増加を

図る。

32
商工振興

課

採用されても⾧期勤務が難しい

方が多いため、継続して勤務し

てもらえるようにしていきた

い。

無料職業紹介所により労働相談

を受け付け、令和４年度の女性

の就職件数は52件中30件だっ

た。就職につなげるなど、再就

職への支援を行った。

30件

無料職業紹介所にお

ける女性の就職件数

（30件/52件）

A 女性の就職件数が増加した。

引き続き女性が働きやすい職場

の周知を図り、女性の就職に繋

げ、継続して勤務してもらえる

ようにする。

増加

講座等の年間受講者

数（R１年度2,112

人）

727人
講座等の年間受講者

数

６人

就労支援講座の受講

者の就労者数（R１年

度６人）

0人
就労支援講座の受講

者の就労者数

具体的施策

事業等

男女共同参画関連表彰

制度に関する情報の提

供

労働相談の実施

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

就職関係講座の実施

30

33
女性の就職促進支援事

業の実施

男女共同

参画室

講座後のアフターフォロー（就

活についての進捗等を話す場）

の必要性について検討。

４年度も引き続きパソコンに関

する講座を実施し、転職や再就

職を支援する。

P検準２級の取得を目指した全9

回のパソコン講座を実施し、就

職に関するカウンセリングなど

も含めた講座とした。

雇用の場における均等な機会の推進

A

講座回数を１回増やし全９回

とした。技能面だけでなく就

職の悩み等を相談できる回を

用意した。

引き続き全９回の講座を計画

し、実施する。
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34 人事室
男性職員の育児休業等取得を促

進するための対応を行う。

鎌ケ谷市特定事業主行動計画と

女性の登用状況について、市

ホームページで公表した。

24.7% 管理職（22人/89人） A

令和４年度の女性管理職割合

は24.7％となり、令和３年度

と比較し、0.3ポイント増加し

た。

令和３年度の男性職員の育児

休業取得率が13.6％となり、

令和２年度と比較し、6.5ポイ

ント増加した。

引き続き女性職員の管理職員へ

の登用の拡大を図るとともに、

男性職員の育児休業等取得を促

進するための周知を行う。

0人
令和５年度新規採用

職員数（障がい者）

2人

・男性２人

・女性０人

会計年度任用職員任

用数（障がい者）

2.37% 障がい者実雇用率

36
男女共同

参画室

制度改定について周知の方法

や、ホームページの情報更新に

ついて検討する。

ホームページへの掲載は継続し

ているが、更新等は行っていな

い。

C 特になし

一般事業主行動計画にかかる制

度周知の方法について検討を行

う。

特定事業主行動計画及

び女性の登用状況の公

表

一般事業主行動計画の

策定促進

35

障がい者活躍推進計画

及び障がい者の実雇用

率の公表

人事室

引き続き、知的及び精神障がい

も含めた障がい者の職員採用試

験を実施するとともに、障がい

のある会計年度任用職員の募集

を行うため、広報や窓口等で周

知を行う。

障がい者を対象とした職員採用

試験を実施するとともに、会計

年度任用職員の募集も行い、令

和４年６月に２人の任用ができ

た。また、令和４年８月に実雇

用率の公表を行った。

A

会計年度任用職員について

も、障がいのある方の募集を

行い、障がいのある会計年度

任用職員を任用した。

引き続き、知的及び精神障がい

も含めた障がい者の職員採用試

験を実施するとともに、障がい

のある会計年度任用職員の募集

を行うため、広報や窓口等で周

知を行う。
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(４) 計画書 P46
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

37 人事室

職場におけるハラスメントの形

態は近年、多様化しており、こ

れまでハラスメント研修で取り

扱ってきたパワハラ、セクハラ

に、その他のハラスメントの要

素を追加することについて検討

する必要がある。

ハラスメント苦情相談員及び苦

情処理委員会の設置、研修の実

施によりハラスメントの防止を

図った。令和４年度のセクシャ

ルハラスメント（性的嫌がら

せ）等に関して、苦情相談員を

通じた人事室への報告は０件

だった。

０件
セクシャルハラスメ

ント苦情相談件数
A

新たに妊娠、出産、育児に関

するハラスメントについての

規定を明文化する等の要綱等

の改正を行っている。

引き続きハラスメント苦情相談

員を設置し、職員がいつでも安

心して相談できる体制整備を図

る。

38 人事室

職場におけるハラスメントの形

態は近年、多様化しており、こ

れまでハラスメント研修で取り

扱ってきたパワハラ、セクハラ

に、その他のハラスメントの要

素を追加することについて検討

する必要がある。

ハラスメント（セクシュアルハ

ラスメント・パワーハラスメン

ト）防止研修を実施し、34人

（男性16人、女性18人）が参加

したことにより、正規職員の受

講率は85.4％となった。

87.0%

市職員におけるハラ

スメント研修の受講

者割合（R１年度

84.4%）

85.4%

市職員におけるハラ

スメント研修の受講

者割合

A

セクハラ、パワハラに加え、

マタハラ、モラハラ、LGBT

への無理解等についての内容

を盛り込んだ。

職場におけるハラスメントの形

態は近年、多様化しており、こ

れまでハラスメント研修で取り

扱ってきた新たに問題となって

いるハラスメントの要素を追加

することについて検討する必要

がある。

具体的施策 ハラスメント防止対策の推進

事業等

庁内におけるハラスメ

ントに関する相談窓口

の設置

職員に対するハラスメ

ント防止研修の実施

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値
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6

（１） 計画書 P48
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

80%

市職員の子育て休暇

取得率(R1年度

72.2％）

73.1%
市職員の子育て休暇

取得率

15%
市男性職員の育児休

業取得率（R1年度

４％）

75% 市男性職員の育児休

業取得率

幼児保育

課

引き続き、保護者の負担軽減の

ため、一時預かり、延⾧保育、

病後児保育、病児保育を継続実

施する。

保護者の負担軽減のため、一時

預かり、延⾧保育、病後児保

育、病児保育を継続実施する。

市内の幼稚園での預かり保育の

推進（幼稚園６園での継続事業

に補助を実施する。）

67,774件

一時預かり・病後児

保育・病児保育・延

⾧保育等

A

保護者の負担軽減のため、一

時預かり、延⾧保育、病後児

保育、病児保育を継続実施す

るため、市HPや窓口等を通じ

て周知啓発を行った。

引き続き、保護者の負担軽減の

ため、一時預かり、延⾧保育、

病後児保育、病児保育を継続実

施する。

こども総

合相談室

利用実績件数は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、昨

年度より減少したものの、これ

までは年々増加傾向であったこ

とから、提供会員の増加を図る

とともに、ヒヤリハット等の危

機管理能力の向上を図り、引き

続き、安心安全な支援体制を整

備していく必要がある。

子育て世代が多く利用する施設

などへのポスター掲示や広報を

通して、提供・両方会員の増加

に努めるとともに、不安なくサ

ポートが行えるように提供会員

研修の充実を図った。令和４年

度よりひとり親世帯利用料助成

金の対象者を拡大した。また令

和５年度に向け、対象年齢の引

き下げを検討し、会則改正を実

施した。

164人 提供会員数 A

令和４年度よりひとり親世帯

利用料助成金の対象者を拡大

した。

チラシ等による周知の更なる強

化により、提供会員の増加を図

るとともに、ヒヤリハット等の

危機管理能力の向上を図り、引

き続き、安心安全な支援体制を

整備していく必要がある。

具体的施策

40 保育サービスの提供

39

施策の基本的方向 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の支援

事業等

ワーク・ライフ・バランスが実現できる環境づくりの推進

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

令和３年度時間外勤務枠配分

の達成度は94.0％となり、引

き続き適正に制度実施した。

男性の育児休業取得者は、令

和４年度15人となり、育児休

業に係る法令改正による取得

要件の緩和の影響もあり、取

得促進が図られた。

A

引き続き、時間外勤務時間数の

縮減や休暇の取得促進、ワーク

ライフバランスに資する取組を

行っていく。

時間外勤務時間数の削

減・休暇（育児・介護

等）の取得促進

人事室

時間外勤務枠配分制度を適正に

運用する。

男性職員の育児休業等取得を促

進するための対応を行う。

７月・８月・10月・11月・１月

を一斉定時退庁の強化月間に設

定した。時間外勤務縮減に向け

た取組の周知を行い、時間外枠

配分制度を実施した。全庁の時

間外勤務枠配分における時間外

勤務時間数は、令和３年度

69,912時間となり、達成度は

94.0％（計画比）となった。

育児休業の取得プランの作成等

を通じて、男性職員の育児休業

取得促進を行った。
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こども支

援課

ひとり親家庭に対しては、保護

者負担金の減免制度をホーム

ページ等で周知するとともに、

入会の申請時に説明するなど、

申請漏れのないよう対応してい

く。

放課後児童クラブに子どもが入

所しているひとり親家庭に対

し、制度の周知を行い、保護者

負担金の減免措置を実施した。

A

放課後児童クラブに入所して

いるひとり親家庭に対し、積

極的に周知を図るとともに、

適正に保護者負担金の減免措

置を実施した。

ひとり親家庭に対しては、保護

者負担金の減免制度をホーム

ページ等で周知するとともに、

入会の申請時に説明するなど、

申請漏れがないよう対応してい

く。

こども総

合相談室

問い合わせなどで制度の案内を

しているが、利用にはつながっ

ていない状況があることから、

周知方法について、検討が必要

である。

児童扶養手当受給者を対象に、

生活の安定と向上を図るための

事業の周知を行い、個別の相談

の際には有効的な各種支援事業

について案内した。

合計11人に

対し76回支

給を実施。

総支給額

7,802,000

円

ひとり親家庭高等職

業訓練促進給付金
A

母子父子自立支援員の勤務体

制見直しにより、勤務日数を

週２日から週３日にし、相談

体制の強化を図った。

ひとり親家庭高等職業訓練促進

給付金の利用者は増えている

が、ひとり親家庭自立支援教育

訓練給付金、及びひとり親家庭

高等学校卒業程度認定試験合格

支援事業の利用者は少ないた

め、改めて児童扶養手当受給者

を対象に周知を行う。

学務保健

室

引き続き、全保護者を対象とし

たお知らせの配布を年３回実施

し、制度周知を図る。また、他

市の認定方法等を調査し、さら

なる認定作業の迅速化を検討す

る。

全保護者を対象としたお知らせ

の配布を年４回実施した。認定

基準に基づき審査を行い、就学

費用の支出が困難な家庭（保護

者）に対して、就学援助を行っ

た（認定者数：595人）。

A

10月に要綱を改正し、現行の

所得審査に加え、新たに児童

扶養手当受給者などを認定基

準に追加した（適用は令和5年

度から）。

制度改正により、対象者を拡大

しているため、対象者が申請忘

れのないよう、関係部署と連携

し周知強化を図る。

41
ひとり親家庭に対する

相談及び支援の実施
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幼児保育

課

令和４年度に実施予定の子ど

も・子育て支援事業計画の中間

見直しについて、適正な保育の

量を見込み、確保量の推計を的

確に行い、施設整備の実施の有

無について検討し、待機児童ゼ

ロの継続を目指す。

令和４年４月１日時点におい

て、国基準の待機児童ゼロを達

成することができた。

０人
保育所等の待機児童

数（R１年度０人）
0人

保育所等の待機児童

数
A

令和４年４月に認定こども園

１施設を開設した。

引き続き、適正な保育量を見込

み、適正な量の確保に努めるこ

とで待機児童ゼロの継続を目指

す。

こども支

援課

令和４年度は、令和５年度の東

部小学校放課後児童クラブの改

修に向けて、設計委託を予定し

ている。

東部小学校放課後児童クラブに

ついて、クラブ室の環境の改善

を図るとともに、２クラブ体制

での運営とするため、改修工事

のための設計委託を実施した。

０人

放課後児童クラブの

待機児童数(R１年度

０人）

０人
放課後児童クラブの

待機児童数
A

令和３年度は北部小学校放課

後児童クラブのクラブ室を改

修を実施するなど、放課後児

童クラブについては、計画的

にクラブ室の改修を実施して

いる。

令和５年度については、令和４

年度に実施した改修工事の設計

に基づき、クラブ室の改修工事

を実施する。

43

全課

（男女共

同参画

室）

コロナ禍における保育場と、保

育士の人数の確保が困難。

来年度の保育利用者数を引き続

きまとめ、一時預かり制度を定

着及び周知を行う。

全ての主催事業において一時預

かり保育を実施し、子育て世代

が参加しやすい環境を整えた。

引き続き、市主催事業の一時預

かり保育に係る保険については

男女共同参画室が年間一括して

保険に加入することで対応し、

一時預かり制度と保険対応の周

知を行った。

30人

男女共同参画室実施

事業における一時預

かり保育利用者件数

（保育したこどもの

数）

A

男女共同参画室実施の女性を

対象とした講座の保育枠を８

人まで拡大した。

引き続き、市の主催事業で一時

預かり保育を実施し、一時預か

り制度の定着及び周知を行う。

42

保育所等・放課後児童

クラブの待機児童ゼロ

の継続

市の主催事業等におけ

る一時預かり保育の実

施
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（２） 計画書 P48-49
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

障がい福

祉課

今後も制度の周知を継続してい

く必要がある。

鎌ケ谷市内の就労系事業所情報

をまとめたガイドブックを作成

し、障がいのある方が就労機会

の場を探す際や、特別支援学校

卒業後の進路選択に役立つ資料

となった。

A

令和３年度は障害福祉サービ

ス利用の充実を図ったが、令

和４年度は更に就労に焦点を

あて、より詳細で具体的な情

報をまとめたガイドブックを

作成した。

作成した就労系事業所ガイド

ブックの配布方法、どのように

情報発信していくかを検討する

必要がある。

こども支

援課

新型コロナウイルスの感染状況

を確認しながら、相談業務等の

実施体制について検討する。

児童センター等で実施してい

る、つどいの広場、子育てサロ

ンにおいては、人数制限などの

感染対策をしながら相談業務を

実施するとともに、子育て支援

コーディネータ―による子育て

の情報提供や助言などを行っ

た。

A

新型コロナウイルスの感染状

況から人数制限などを設け、

各事業や相談を実施し、その

中において、各家庭の状況に

応じて、きめ細かな相談を

行った。

新型コロナウイルスの感染状況

を確認しながら、相談業務等の

実施体制について検討する。

こども総

合相談室

支援開始時期等の見極め、支援

の⾧期化、支援対象世帯の介入

拒否などの課題がある。

子育てに不安を持っている方、

育児について相談相手が少ない

方、子育ての負担が大きい家族

等に対して、関係機関と連携を

図りながら、相談を行うととも

に、必要に応じて、子育てサー

ビスにつなげた。

A

関係機関と連携を図り、対象

者に積極的にアプローチして

問題解決のために相談に乗る

ことができた。

支援開始時期等の見極め、支援

の⾧期化、支援対象世帯の介入

拒否などの課題がある。

子育て支

援セン

ター

子育て支援情報のPRを促進た

めの方法を検討する。

(Facebook、Twitter等の活

用、民間施設へポスター掲示及

びおたより配布をする。）

子育て相談に応じて、関係機関

と連携し対応する。また、相談

事業に携わる児童センター職員

（アドバイザー）の資質向上を

図る。

毎月HPを更新しおたよりや子

育て支援事業に関する情報を掲

載した。

児童センター周知ポスターを作

成し、関係機関及び民間施設に

掲示した。

子育てガイドブックの令和５年

度リニューアル版を作成した。

（令和５年度配布予定）

児童センター職員（アドバイ

ザー）の全体研修を年３回実施

し、相談業務についてケース検

討を行い資質向上を図った。

A

児童センター利用につなげる

ため、児童センター周知ポス

ターを掲示した。

子育て支援情報をPR促進のため

の方法を検討する。

（Facebook、Twitter等の活

用、HPの見直し、民間施設へ

のポスター掲示及びおたより配

布をする。）

子育て相談に応じて、関係機関

と連携し対応する。
44

子育て・介護等の相談

及び情報の提供

具体的施策 家庭生活（家事・育児・介護等）における男女共同参画の推進

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等
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幼児保育

課

新型コロナウイルスによる子育

て支援事業への影響について検

討し、相談業務の効率的な方法

等についても検討を行う。

子育ての孤立化や不安の解消を

図るため、保育園での地域子育

て支援事業について積極的に情

報発信を行った。

760件 地域子育て支援事業 A

保育園での地域子育て支援を

充実することで、より多くの

乳幼児の子育ての不安、悩み

などの相談に応じた。

新型コロナウイルス感染症の５

類移行への引下げに伴い、休止

していた事業の再開、及び相談

業務の効率的な方法についても

検討を行う。

15,500件
地域包括支援セン

ターへの相談件数

194件
高齢者支援課の相談

件数

574件
基幹型地域包括支援

センターの相談件数

健康増進

課

育児不安を持つ母も多くいるこ

とから、妊娠期から丁寧な関わ

りや必要なサービス等の情報提

供を行う。

乳幼児健康相談・健康診査や地

区健康相談等での相談業務及び

子育て支援の情報提供を行っ

た。また、健康教育の場で、乳

幼児健診等での相談が可能なこ

とを周知した。

3,308人
子育てに関する相談

件数
A

新型コロナウイルス感染症の

拡大により休止していた事業

等を感染対策を講じて再開し

た。

育児不安を持つ母も多くいるこ

とから、妊娠期から丁寧な関わ

りや情報提供の必要がある。令

和５年度からは、伴走型相談支

援及び出産子育て応援給付金の

一体的実施により、妊娠期の面

談や妊娠７か月児の全数アン

ケート調査、出産後の新生児訪

問を全数訪問に切り替えること

により、妊娠期から寄り添った

支援を継続的に実施できるよう

体制を整備する。

高齢者支

援課

各地域包括支援センターと行

政、関係機関と情報共有し、他

分野における複雑化した相談に

対しても迅速に対応していく。

また、相談機関のひとつとし

て、地域住民、商店、企業等に

も周知していく。

地域の高齢者、その家族が安心

して生活を継続していくことが

できるよう総合相談支援業務を

実施することができた。

令和４年度の地域包括支援セン

ターへの相談件数は15,500件、

高齢者支援課の相談件数は194

件、10月より基幹型地域包括支

援センターの相談件数は574

件。

A

令和４年10月に基幹型地域包

括支援センターを設置し、各

地域包括支援センターの後方

支援と機能強化の体制を整え

た。

令和４年10月に開設した基幹型

地域包括支援センターが各地域

包括支援センターの後方支援と

機能強化を行い、迅速かつ柔軟

に対応していく。引き続き地域

包括支援センターの住民、商

店、企業等に周知を強化してい

く。
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こども支

援課

引き続き、感染症対策を実施す

るとともに、令和３年度に実施

したアンケート調査などに基づ

き、子育て中の親子が楽しめる

居場所となるように、事業の見

直しを適宜行っていく。

市内の各児童センターにおい

て、それぞれ決められた曜日

（週３日）に、子育て親子同士

の交流及び子育て相談等を行う

つどいの広場事業を実施した。

A

新型コロナウイルスの感染状

況から人数制限などを設け、

各事業を実施したほか、利用

者のニーズを把握するため、

アンケート調査を実施し、事

業の見直しなどの検討を行っ

た。

新型コロナウイルスの感染状況

から、人数制限の緩和等を検討

するとともに、令和４年度に実

施したアンケート調査に基づ

き、子育て中の親子が楽しめる

居場所となるように、事業の見

直しを適宜行っていく。

４回
機中八策市民向け講

座実施回数

16回
機中八策５分講座実

施回数

299人 参加者数

11回 パパサロン実施回数

158人 パパサロン参加人数

健康増進

課

ウエルカムベビーアドバイスを

来所コースと訪問コースを設置

し、新型コロナウイルス感染症

の影響下でも、妊婦が参加しや

すいコースを選択できるように

する。

ウエルカムベビーアドバイスに

おいて出産後の育児支援につい

ての情報提供等に父母両方が参

加できるよう、面談及び訪問で

対応した。

107人
ウェルカムベビーア

ドバイス参加者数
A

保健センターでの開催を再開

し、少人数制（入れ替え制）

でウェルカムベビースクール

を開催した。

ウェルカムベビースクールの土

曜日開催を再開し、市民の利便

性を図る。

子育て支

援セン

ター

46 男性の子育てへの参加

45
地域による子育て支援

の充実
つどいの広場や子育てサロン等

では、子育ての悩みを気軽に話

せる環境（人的・物的）を作

り、保護者の気持ちに寄り添

い、相談事業を実施する。

育児の孤立化を防ぐために、子

育て法「機中八策」を継続的に

実施する。

つどいの広場や子育てサロン等

で保護者から育児の悩みを聞

き、保護者の気持ちに寄り添い

傾聴した。

子育て法「機中八策」講座およ

び５分講座を実施した。

A

子育て法「機中八策」市民向

け講座を人数制限を設け実施

した。

つどいの広場や子育てサロン等

では、子育ての悩みを気軽に話

せる環境（人的・物的）を作

り、保護者の気持ちに寄り添

い、相談事業を実施する。育児

の孤立化を防ぐために、子育て

法「機中八策」を継続的に実施

する。

子育て支

援セン

ター

つどいの広場や子育てサロンに

て父親の育児参加の大切さを伝

えると共に、子育ての楽しさを

周知する。

パパサロン再開については感染

症対策を講じて実施し、父親が

育児に積極的に参加し楽しめる

ようなカリキュラムを設定する

とともに、父親同士の自然な交

流を促していく。

感染症対策のため、参加人数の

制限を設け、パパサロンを実施

した。

A

児童センターや乳児健康相談

等で、パパサロンの周知を積

極的に行った。

つどいの広場や子育てサロンに

て父親の育児参加の大切さを伝

えるとともに、子育ての楽しさ

を周知する。

父親が育児に積極的に参加し楽

しめるようなカリキュラムを設

定するとともに、父親同士が自

然な交流を促していく。
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増加

結婚（事実婚含む）

している男性の家事

や育児や介護などに

携わっている１日の

平均時間

『男女共同参画推進

に関する市民意識ア

ンケート調査』（R１

年度２、３時間）

2.7時間

令和４年度男女共同

参画に関する市民意

識調査アンケート

1,000部
育児啓発冊子発行部

数

健康増進

課

来年度も引き続き、母子健康手

帳交付時に男性の育児参加を促

す冊子を配布する。

男性の育児休業や両立支援を活

用して仕事と育児を両立するた

めのヒントをまとめたパンフ

レットを配布した。

619人
母子健康手帳交付面

接数
A

令和３年度同様のため特にな

し

来年度も引き続き、母子健康手

帳交付時に男性の育児参加を促

す冊子を配布する。

増加

結婚（事実婚含む）

している男性の家事

や育児や介護などに

携わっている１日の

平均時間

『男女共同参画推進

に関する市民意識ア

ンケート調査』（R１

年度2、3時間）

2.7時間

令和４年度男女共同

参画に関する市民意

識調査アンケート

4件 レシピ応募件数

48件 レシピ投票件数

48 男性の家事参加の促進
男女共同

参画室

事業についてより効果的な周知

方法の検討。

令和４年度も引き続き男女共同

参画週間に合わせておとう飯レ

シピ募集を行う。

令和４年４月15日～５月31日ま

での期間レシピの募集を行い、

６月15日～29日の間応募された

レシピの投票を行った。

レシピ４件、投票は48件が得ら

れた。

B 募集期間を拡大した。

レシピの応募数について増加・

周知方法を検討する。

賞品について実用性等も重視し

検討する。

47
男性向けの育児啓発冊

子の配布

A

令和３年度は冊子全体の組み

立てのために情報収集や打合

せを中心に行い、令和４年度

は発行に向けて、内容の精査

とデザイン作成に尽力した。

最新情報を掲載できるよう内容

の更新を行い、アンケートの意

見をもとにニーズに合った内容

の検討をする。引き続きこども

支援課窓口で配付するととも

に、発行部数を2,000部に増や

し、配付窓口を児童センター等

にも広げる。

男女共同

参画室

秋ごろの発行に向けて４月以降

に子育て支援センターの意見を

伺い、７月に懇話会に諮る。

健康増進課及び子育て支援セン

ターに意見を伺った上で、５月

に開催した男女共同参画推進懇

話会に諮った。いただいた意見

を踏まえて校正を重ね、令和４

年12月に1,000部発行。令和５

年１月４日から、鎌ケ谷市で出

生届を提出した家族を対象に、

こども支援課窓口で配付を開始

した。
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Ⅲ

7

(１) 計画書 P53
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

男女共同

参画室

引き続き相談体制の充実のため

に「女性のための相談」を実施

し、必要に応じ各相談窓口につ

なげる。

他課や関係機関と連携し、「女

性のための相談」の活用を周知

し実施。必要に応じ、カウンセ

ラーを通じて相談者を各相談窓

口につなげた。

99件

R４年度女性のための

相談受付件数（３月末

時点）

A

こども総合相談室と連携し

て、子どもを持つ母親のケア

として「女性のための相談」

につなぐ件数が増えた。

引き続き市民への周知をすると

ともに、各課窓口に相談のあっ

た対象者をつなげられるよう庁

内への周知を行う。

こども総

合相談室

児童虐待相談受付件数等の増加

により、迅速な対応方法や技術

の習得等、職員の専門性の向上

が必要である。

室⾧（男性）ケースワーカー５

人（女性）、事務担当職員１人

（男性）、家庭児童相談員３人

（男性１人、女性２人）、一般

事務補助員１人（女性）を配置

し、相談業務を行った。（男性

３人、女性８人）

男性３人

女性８人

担当部署職員の男女別

人数
A

家庭児童相談員を１人増員

し、相談体制の強化を図っ

た。

パートタイム会計年度任用職員

であった家庭児童相談員２人に

ついて、フルタイム会計年度任

用職員にすることで、更なる相

談体制の強化を図る。

50
男女共同

参画室

HPやツイッター等の活用によ

る周知の方法を検討する。

市内公共施設の他、市内病院13

ケ所に運動に関わるポスターや

チラシ、相談カードの配架依頼

を行った。また、広報かまがや

11月１日号・市Twitter・市

Facebookで運動とパネル展の

周知を行い、11月18日（金）～

25日（金）に市役所１階市民

ホールにてパネル展示を行っ

た。

９回

ＤＶ防止に向けた啓発

事業の実施回数（R１

年度７回）

７回
DV防止に向けた啓発

事業の実施回数
A

引き続きポスター等の掲示依

頼をするとともに、目を引く

デザインを意識したパネル展

示を行い、運動について知っ

てもらう機会を増やした。

引き続きTwitter等のSNSを活

用しながら、運動の周知を行

う。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

基本目標 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり

施策の基本的方向 DV等あらゆる暴力の根絶

具体的施策

49 相談体制の充実

相談体制・啓発活動の推進

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等

女性に対する暴力をな

くす運動の広報
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51
男女共同

参画室

引き続き、男性のための相談に

ついて広報及びHP等で周知を

行う。

市役所内のトイレに掲示してい

る相談窓口のポスターデザイン

を一新し、二次元コードを記載

することで相談窓口をすぐ確認

できるようにした。また、広報

かまがや11月１日号に掲載した

「女性に対する暴力をなくす運

動」の周知と併せて、男性の相

談窓口もあることを周知した。

男性からの相談については各課

と連携して対応し、必要に応じ

て「男性のための相談」につな

げた。

B

市役所内のトイレに掲示して

いる相談窓口のポスターデザ

インを一新した。

引き続き、男性のための相談に

ついて広報及びHP等で周知を

行う。

52
こども総

合相談室

家庭や学校、地域等の社会全般

にわたり、児童虐待問題に対す

る深い関心と理解を得ることが

できるような周知方法を検討す

る。

児童虐待防止の啓発ポスターの

掲示やリーフレットの配布を行

い、児童虐待防止ののぼりを展

示した。

(ポスター・リーフレット配布

場所：市立保育園・私立保育園

計23箇所、幼稚園９箇所、小学

校９箇所、中学校５箇所、市立

高等学校２箇所、児童センター

５箇所、公民館５箇所、その他

機関、及び市内法人12箇所、合

計70箇所に配布を行った。)

70箇所

【ポスター・リーフ

レット配付場所】

市立保育園・私立保育

園計23箇所、幼稚園

９箇所、小学校９箇

所、中学校５箇所、市

立高等学校２箇所、児

童センター５箇所、公

民館５箇所、その他機

関、及び市内法人12

箇所

A

広報誌の内容をより分かりや

すくし、また、掲示場所を増

やし、市民に広く周知するよ

う努めた。

家庭や学校、地域等の社会全般

にわたり、児童虐待問題に対す

る深い関心と理解を得ることが

できるような周知方法を検討す

る。

児童虐待防止推進月間

の広報

男性のための相談の広

報
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(２) 計画書 P53
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

男女共同

参画室

引き続き会議の出席を通じて関

係機関との連携及びネットワー

クの強化を行う。

要保護児童対策地域協議会に出

席し、各関係機関の役割を確認

し連携を図った。

A 特になし

引き続き会議の出席を通じて関

係機関との連携及びネットワー

クの強化を行う。

こども総

合相談室

支援対象児童等の増加や児童虐

待に係る問題が複雑化している

状況において、限られた時間の

中で、効果的な会議等の運営方

法について、引き続き検討する

必要がある。

実務者会議の効果的な運営方法

について検討を行いながら、関

係機関と支援対象児等の支援に

関する協議を行った。

4回
実務者会議開催回数

（書面開催含む）
A

会議等の運営方法について、

他市の運営方法を調査すると

ともに、関係機関と情報交換

を行い、運営方法について検

討を行った。

支援対象児童等の増加や児童虐

待に係る問題が複雑化している

状況において、限られた時間の

中で、効果的な会議等の運営方

法について、引き続き検討する

必要がある。

男女共同

参画室

引き続き被害者の安全を最優先

した対応ができるよう関係機関

との連携を行っていく。

関係機関と連携して被害者の保

護を実施し、保護解除後も支援

が途切れないよう関係機関へ引

き継いだ。

A 特になし

引き続き被害者の安全を最優先

した対応ができるよう関係機関

と連携を行う。

こども総

合相談室

児童虐待相談件数の増加に伴

い、児童虐待の発生防止及び迅

速な対応が求められることか

ら、関係機関と情報共有等の連

携を図りながら、児童虐待等へ

の対応を行う必要がある。

鎌ケ谷市要保護児童対策地域協

議会の各関係機関と情報共有等

の連携を図りながら、児童虐待

等への対応を行った。

A

令和３年度に作成した「鎌ケ

谷市子ども虐待予防・対応マ

ニュアル」の「保育園・幼稚

園版」と「小・中学校版」の

２種類のダイジェスト版につ

いて、各関係者に周知を図っ

た。

児童虐待相談件数の増加に伴

い、児童虐待の発生防止及び迅

速な対応が求められることか

ら、関係機関と情報共有等の連

携を図りながら、児童虐待等へ

の対応を行う必要がある。

増加
講座等の年間受講者数

（R１年度2,112人）
727人 講座等の年間受講者数

９回

ＤＶ防止に向けた啓発

事業の実施回数（R１

年度７回）

７回
DV防止に向けた啓発

事業の実施回数

21人
DV被害者職務対応者

研修参加者数

具体的施策 DV・児童虐待関係機関との連携

54 一時保護施設との連携

53
関係機関とのネット

ワークの強化

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等

A

市主催で実施したことによ

り、市職務関係者の参加人数

が増加した。

引き続きDV被害者支援の関係

団体と連携し、DV被害者職務

対応者研修を実施する。

55

DV被害者対応職務関

係者に対する研修の実

施

男女共同

参画室

同様の講座が行える団体の検

討。

令和４年度もDV被害者支援の

関連団体と連携し、DV被害者

職務対応者研修を実施する。

DV被害者支援の民間団体に講

師を依頼し、DV被害者職務対

応者研修を実施した。教職員、

幼稚園、保育士等、被害者から

相談を受けることの多い職務関

係者が適切な対応をとれるよう

二次被害を防止する内容とし、

21人が参加した。
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(３) 計画書 P54
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

56
男女共同

参画室

引き続き関係各課と連携体制を

充実させていく。

被害の相談があった際には子ど

も・障害の有無等をできる範囲

で聞き取り、必要な支援にス

ムーズにつながるよう導入段階

から担当課と連携し被害者支援

を行った。

A

DV職務担当者研修や相談業務

支援スーパービジョン等に参

加し、被害者支援のための知

識を取得し、相談技術の向上

を図った。

関係機関・関係各課との役割や

連携についてその都度確認し、

被害者の安全確保や自立に向け

た支援を行う。

男女共同

参画室

子どもへの虐待を伴うDV相談

には児童虐待担当課の連携が必

要不可欠だが、DV担当課と部

署が違うことから度々共有のし

づらさを感じており、今後検討

が必要。

子どもがいる被害者には児童虐

待担当課との連携が必要なた

め、相談者の同意を得て情報共

有し必要な支援を実施した。要

保護児童対策地域協議会に出席

し、連携を強化した。

A

DV担当課としての役割、可能

な支援についてその都度共有

した。

引き続き、被害者の子どもの安

全確保のためDV担当課と児童

虐待担当課それぞれの役割と認

識を共有し、必要に応じて支援

検討会議等を実施する。

こども総

合相談室

社会資源の活用を提案しなが

ら、子どもの安全や安定した生

活を守るための対応について、

引き続き検討する必要がある。

DV被害で悩んでいる相談者

に、相談支援を行い、必要に応

じて専門的な相談先を案内し

た。また、DV被害から逃れて

避難先で生活していた被害者は

避難先で就労し、子どもは就学

した。生活環境の変化が少ない

転居先を選択し、不安を少なく

する支援を行った。

A

相談技術の向上を図り、DVに

よる子どもへの影響を相談者

が理解し、子どもの安全と安

心を視点に考えて相談支援を

行うことを共通認識し、子ど

もの支援の充実を図った。

社会資源の活用を提案しなが

ら、子どもの安全や安定した生

活を守るための対応について、

引き続き検討する必要がある。

58
男女共同

参画室
設置に関する情報収集を行う。

研修、会議等で配偶者暴力相談

支援センターの機能や役割につ

いて情報収集した。

B 特になし
被害者の保護・支援の充実のた

め、引き続き情報収集を行う。

57
被害者の子どもに配慮

した保護、支援の実施

具体的施策

事業等 令和４年度数値

配偶者暴力相談支援セ

ンターに関する研究

被害者の保護・自立支

援

令和８年度までの目標数値

DV被害者と子どもの保護及び自立支援
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(４) 計画書 P54
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

59
男女共同

参画室

広報記事以外の周知方法を検討

する。

令和４年度は広報かまがやのほ

か、市ホームページ上での周知

を行う。

広報かまがや４月１日号に記事

を掲載し、Twitterで情報発信

を行った。

９回

ＤＶ防止に向けた啓発

事業の実施回数（R１

年度７回）

７回
DV防止に向けた啓発

事業の実施回数
B

新たにTwitterで情報発信を

行った。

引き続き広報かまがやに記事を

掲載する他、SNSをはじめとし

た情報発信など若年層に情報を

届ける方法を検討する。男女共

同参画推進センターの展示ス

ペースを活用し目を引く周知を

行う。

増加
講座等の年間受講者数

（R１年度2,112人）
727人 講座等の年間受講者数

９回

ＤＶ防止に向けた啓発

事業の実施回数（R１

年度7回）

７回
DV防止に向けた啓発

事業の実施回数

２校

デートDV防止セミ

ナー実施校数（R１年

度１校）

２校
デートDV防止セミ

ナー実施校数

478人
デートDV予防セミ

ナー参加者数

60
デートDV予防セミ

ナーの実施

男女共同

参画室

感染予防をしつつ、効果的な

デートDV予防の啓発方法につ

いて検討が必要である。

第三中学校は１年生(161人)と

２年生(161人)が参加、第四中

学校は１年生(156人)が参加し

た。

A

新型コロナウイルス感染拡大

予防に配慮し、学年を限定し

て対面による講義形式で実施

した。

鎌ケ谷中学校、第五中学校、

鎌ヶ谷高等学校、鎌ヶ谷西高等

学校で実施する。

具体的施策

事業等

若年層の性暴力被害予

防月間の広報

性的な暴力防止の啓発

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値
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8

(１) 計画書 P55
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

安全対策

課

市が指名することができる学識

経験を有する者等の委員につい

ては女性を委嘱しております

が、各防災関係機関が推薦する

委員については、市から要望等

をすることが難しいこと。

委員の変更により女性委員数が

減少してしまった。

防災対策（備蓄品）や避難所運

営については、引き続き女性に

配慮した内容を地域防災計画に

記載し取組みを推進していくこ

とを確認した。

増加
防災会議の女性委員比

率（R１年度13.8％）
13.79%

防災会議の女性委員比

率
C 特になし

防災対策（備蓄品）や避難所運

営などにおいて、地域防災計画

に基づいて男女共同参画の視点

を取り入れた取組みを進めてい

く。

教育総務

課

新型コロナウイルス感染症対策

等もあり、令和４年度において

は新たな避難所運営委員会の設

立に向けた活動はほとんど実施

できなかった。

C 特になし

令和５年度においては新たな避

難所運営委員会の（２箇所）設

立を目指す。新たに設立する避

難所運営委員会及び、設立済み

の12箇所については、可能な限

り女性参加率を高める。

62 警防課

新型コロナウイルス感染症の影

響により活動再開時期の見通し

が立っていないが、再開され次

第、自主防災訓練への参加や救

命講習の指導を行い、地域防災

力の強化を図る。

①自主防災訓練の主管課である

安全対策課と、実施日や内容を

共有し、消防団女性部各位に情

報提供を行った。各地域の消防

団が参加する自主防災訓練に２

件５人の女性消防団員が指導参

加した。

②救命率向上のため、市民が参

加する救命講習に31件61人の女

性消防団員が参加した。

11人
女性消防団員数（R1

年度9人）
12人 女性消防団員数 A

各種活動が再開され消防団女

性部が各種活動へ参加するこ

とができた。

令和４年度は、女性消防団員が

１人退団したため、女性消防団

員を募集し活動体制の維持を図

る。

また、女性消防団員の活動の幅

を広げるための教育訓練を行

い、消防団活動に必要な技術と

知識の向上を図る。

男女共同

参画室

冊子案を確定し、令和4年度は

冊子の印刷・配布を行う。

冊子の掲載内容について、プロ

ジェクトマネージャーと調整を

進めた。また、女性の具体的な

視点を取り入れるため、９月に

市民活動団体との内容の調整を

行ったうえで「ひとりひとりの

防災ガイド～大切な命を守るた

めに～」を作成し、２月に配付

を開始した。

B
市民活動団体と内容について

検討を行い冊子を作製した。

完成した冊子について、市内で

防災をテーマに活動している団

体等と内容を確認し、改訂に向

けた準備を進める。

事業等

63
防災分野における男女

共同参画の推進

施策の基本的方向 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進

具体的施策 男女共同参画の視点に立った防災対策

消防団への女性の参画

61
地域防災計画への女性

の参画

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値
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安全対策

課

防災講話等の機会に地域防災計

画を説明する際に、当該計画が

男女共同参画の視点に立ってい

ることにふれる。

防災講話、自主防災訓練、避難

所運営委員会において、地域防

災計画が男女共同参画の視点に

立っていることを説明し、男女

共同参画の必要性について啓発

を行った。

54件
自主防災訓練・防災講

話等の実施数
A

新型コロナウイルス感染症の

影響で、令和２年度、３年度

は防災講話や自主防災訓練の

件数が大きく減ったが、令和

４年度は増加した。

引き続き、防災講話、自主防災

訓練、避難所運営委員会などに

おいて、地域防災計画が男女共

同参画の視点に立っていること

を説明し、啓発を図っていく。
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(２) 計画書 P56
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

64

関係各課

（男女共

同参画

室）

各課連絡等にて周知文の発出を

検討する。

大規模な設備改修等の通知は無

く、周知文の発出は行っていな

い。

D 特になし
各課連絡等にて周知文の発出を

検討する。

具体的施策 男女共同参画の視点に立った公共施設の整備

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等

誰もが利用しやすい公

共施設の整備
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9

（１） 計画書 P56
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

０回 実施回数

０人 参加者数

健康増進

課

ライフデザイン冊子のホーム

ページへの掲載を継続するとと

もに引き続き、学校側と相談し

ながら感染対策を講じた方法

で、思春期教育を実施する。

ライフデザイン啓発冊子につい

ては鎌ケ谷市ホームページに掲

載し、誰もがライフデザインに

ついて考えられるよう啓発を

行った。また、小中学生を対象

とした思春期教育において、ラ

イフデザイン教育を実施した。

432人 思春期教育実施人数 A

思春期教育を希望した学校が

感染対策を講じて体験実習な

ども実施できるよう対策を講

じた。

引き続き、学校側と相談しなが

ら感染対策を講じた方法で、思

春期教育を実施する。

施策の基本的方向 生涯にわたる健康・生活支援

事業等 令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

具体的施策

D

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツに関する

意識啓発

子育て支

援セン

ター

令和４年度においても、新型コ

ロナウイルス感染状況を踏ま

え、事業の実施を検討し、実施

する場合は、参加者が育児に前

向きになり、いきいきと自分ら

しく子育てができるように、事

業の内容をわかりやすく周知す

る。申し込みしやすい募集方法

（ロゴフォーム等）を検討す

る。

課や学校と協議し、新型コロナ

ウィルス感染症対策のため、事

業中止となった。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発

特になし

市内２校の県立高校、中学生１

校を対象に乳児ふれあい事業を

実施し、命の大切さや次世代の

親になるための学習体験をす

る。

実施する場合は、参加者が育児

に前向きになり、いきいきと自

分らしく子育てができるよう

に、事業の内容をわかりやすく

周知する。65
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（２） 計画書 P57
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

健康増進

課

派遣講義やZoom等多様な実施

方法で集団教育を継続できるよ

う学校と相談の上、実施してい

く。

各自の健康について考える機会

となる思春期教育を実施した。
432人

思春期健康教育受講人

数
A なし

派遣講義やZoom等多様な実施

方法で集団教育を継続できるよ

う学校と相談の上、実施してい

く。

指導室

令和３年度は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、体と

心の発達について健康増進課と

の連携ができなかった。

令和４年度も新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、体と

心の発達について健康増進課と

連携ができなかった。しかし、

保健体育の授業や生き方の指導

を通じて、性差に配慮した健康

の維持増進や、多様な性への価

値観について、児童生徒の実生

活に根ざした指導を行い、教育

相談体制の充実を図った。

B

県スクールカウンセラーの配

置時間が増加し、相談体制が

充実した。

令和４年度は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、体

と心の発達について健康増進課

との連携ができなかったが、令

和５年度は健康増進課と調整の

上、実施を検討する。

619人 妊婦面接人数

107組
ウェルカムベビース

クール参加組数

男性 48人

女性 59人

ウェルカムベビース

クール男女別参加者数

84%
乳がん検診精密受診率

（R１年度83.6%）
89.3%

乳がん検診精密検査受

診率

75%

子宮がん検診精密検査

受診率（R１年度

72.3%）

84.5%
子宮がん検診精密検査

受診率

受診者の増加のための周知方法

や利用のしやすさを検討する。

子宮がん検診の集団検診を導入

し、個別検診と合わせて実施す

ることで、利用者が利用しやす

いよう体制整備を図った。

A 子宮がん検診集団検診の導入
子宮がん検診の20，30代の受診

率の向上

健康増進

課

保健師、助産師による妊婦の全

数面接を継続、ウエルカムベ

ビーアドバイス、妊産婦訪問指

導等を実施し、個々の状況に応

じた健康支援を行う。産後ケア

事業・産前産後サポート事業を

引き続き実施し、切れ目ない支

援を行う。

個々の状況に応じた健康支援を

行った。また、産後ケア事業や

産前産後サポート事業を引き続

き実施し、切れ目ない支援を

行った。

事業等

66
思春期における健康支

援

具体的施策

67
妊娠・出産期における

健康支援

性差に配慮した健康支援

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値

68
性差に配慮した健康の

維持増進

健康増進

課

A 特になし

父親の育休制度の充実にあわ

せ、父親の育児参加や沐浴指導

のニーズが高まっている。新型

コロナウイルス感染症の感染者

減少にあわせ、ウェルカムベ

ビーアドバイスの土曜日実施を

再開することにより、平日に参

加が難しい市民も利用しやすい

環境を整える。
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（３） 計画書 P57
事業

Ｎｏ
担当部署 令和４年度の課題・取組内容 令和４年度の実績内容

事業

達成度
令和３年度からの改善点 令和５年度の課題・取組内容

高齢者支

援課

新型コロナウイルス感染症の拡

大状況に応じて、施設と相談し

て訪問事業を再開し、新設され

た特別養護老人ホームへの訪問

を調整していく。

新型コロナウイルス感染症の状

況を考慮し、訪問事業の再開は

できなかったが、介護相談員の

定期連絡会は予定通り実施し

た。

C

介護相談員の定期連絡会を開

催することで介護相談員９人

の資質向上等の取り組みをし

た。

令和５年５月に新型コロナウイ

ルス感染症が５類になることを

鑑みて訪問事業を再開する。

障がい福

祉課

新たに計画相談支援事業を始め

たいという事業所が増えてきて

いるため、相談支援事業を円滑

にできるように充実に努める必

要がある。

計画相談支援に係る補助金制度

を整備し、実際に相談支援専門

員を新たに配置した事業所に対

し、補助金を交付し相談支援事

業の充実に努めた。

A

補助金制度の整備とともに、

市内の計画相談事業所に対

し、補助金についての積極的

な情報提供を行った。

引き続き、相談支援事業の充実

に努め、安定した計画相談支援

を提供するため、行政・鎌ケ谷

市基幹相談支援センター・事業

所との連携を強固にしていく。

健康増進

課

引き続き、乳児健康相談・幼児

健康診査や地区健康相談、児童

センター等での相談業務を実施

していく。

地区担当保健師に繋ぐほか、医

療機関の紹介や受診勧奨、相談

窓口の案内を行った。

A
令和３年度同様のため特にな

し

地区活動等を通して、健康教

育・健康相談を実施し、必要な

サービスにつなげる。

高齢者支

援課
令和４年度は４回実施する。

令和４年度は予定通り４回実施

することができた。
42人

受講人数総計（全４

回）
A

男女問わず、興味を持てそう

なテーマの設定。社会情勢も

考慮した内容とした。

令和５年度は６回実施する。

障がい福

祉課

手話奉仕員養成講座に加え、聞

こえない・聞こえにくい人のた

めの手話講習会を実施する。ま

た、手話奉仕員養成講座につい

ては働く世代が参加しやすいよ

うに、夜間の実施を計画してい

る。

「聞こえない・聞こえにくい人

のための手話講習会」を実施し

た。また、「手話奉仕員養成講

座(前期課程)」を夜間に実施

し、子育て中や就業中の人の参

加が得られた。

延べ参加人

数544人

・聞こえない・聞こえ

にくい人のための手話

講習会81人

・手話奉仕員養成講座

463人（男女別 女性

16人 男性１人）

A

コロナウイルス感染症がまん

延していた中でも受講者が大

幅に増加した(延参加者数令和

３年度196人令和４年度544

人)。

手話奉仕員養成講座は後期課程

を開催し令和４年度と同じく夜

間の実施とする。また、「聞こ

えない・聞こえにくい人のため

の手話講習会」に加えて要約筆

記のボランティア養成のための

「聞こえのサポーター養成講

座」を新たに実施する。

70

介護予防や生活支援の

ための啓発セミナーの

実施

具体的施策

69
介護や自立のための相

談及び情報の提供

性差に配慮した高齢者・障がい者への支援

令和８年度までの目標数値 令和４年度数値事業等
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